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１． はじめに

（１）特許検索ガイドブックとは

特許文献は、最先端の技術情報です。企業、大学などの研究者にとって、技術知識

の習得、重複研究の排除のために有用であり、また知的財産担当者が権利化可能性の

調査を行うために不可欠なものとなっています。更に研究戦略や知財戦略の構築のた

めにも役立つ情報であるといわれています。 
現在、公開公報等の特許文献は我が国だけでも４０００万件以上あります。しかも、

これらの特許文献の数は増加の一途をたどっています。

今後は、有用な特許情報に如何に効率的にアクセスするかが、研究者や知的財産担

当者にとっての重要な課題となってくると考えられます。 
 それでは、これらの膨大な特許文献の集合を前にして、有用な特許情報に的確かつ
効率的にアクセスするためにはどうしたらいいのでしょうか。

 一言で言えば
「何を探すかを明確に把握し、最も適した検索キーを用いること」

 に尽きると思います。つまり、膨大な特許文献の集合の中から、的確にしかも効率
的に必要とする先行技術を発見するためには、ただ漠然と同じような文献を探すので

はなく、何を探すかを明確に把握し（つまり目的意識を持って）、その探すポイントに

最も適した検索キーを使い分けることが必要になるということです。

 特許庁の審査官が主に用いる検索キーとしては、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等1が挙げ

られますが、これらの検索キーの情報は容易に入手することができます。

 しかし、実際の検索方法を見てみると、多くの利用者がキーワードを用いた検索に
頼っているのが現実のようです。

 キーワード検索は、単語を直接入力する方法なので検索する方にとって分かりやす
い反面、用語が必ずしも統一されていない特許文献の中から必要な情報を的確かつ効

率的に発見するという観点から見れば、必ずしも効果的とは言えません。

Ｆタームは、一定の技術範囲を種々の技術的観点から多観点で区分したものであり、

例えば、目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段などの多数の技術

的観点から技術を区分したタームリストに基づいて、各特許文献ごとにその技術的特

徴を示すＦタームが付与されています。又、ＦＩは、ＩＰＣをさらに細展開したもの

です。ＦタームやＦＩは、技術の特徴から絞り込むための検索キーであり、特許文献

を検索する際には、キーワードよりも、ＦタームやＦＩの方が検索キーとして適切な

1 使用される主な用語欄を参照。



場合もかなり多いものです。そのため、先行技術調査を的確かつ効率的に行うために

は、ＦタームやＦＩ等の検索キーについての知識と理解が必須となるといえます。

 この「特許検索ガイドブック」は、特許庁の審査官が、実際に先行技術調査を行っ
た経験に基づいて作成しており、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等の検索キーに関する知識

をお持ちである方が利用する前提で説明されています。これらをあまりご存じでない

方は、まずＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム等に関するテキスト等をお読みになることをお勧

めします。そのあとで、この特許検索ガイドブックを読めば、ＦタームやＦＩ等の検

索キーについての知識や理解をさらに深めるために役立つ情報が詰まっていることが

ご理解いただけるものと思います。

（２）先行技術文献調査を行う前に

 ａ．検索ポイントの把握と変更

 効果的に先行技術文献を探すためには、まず、「何を探すか」を明確に把握する必要
があります。

 例えば、ある出願に対する先行技術文献を調査する場合、その出願の特許請求の範
囲の記載だけではなく、発明の詳細な説明の記載や図面等も確認したうえでその出願

のポイントを把握し、「何を探すか」を総合的に判断することが必要となりますし、自

身の発明やアイディアに対する先行技術文献を調査する場合、自身の発明やアイディ

アのポイントをきちんと把握することが必要となること等が挙げられます。

 また、「何を探すか」の「何」をあまり限定しすぎず、調査結果に応じて検索キーを
変更することや、探すポイントを変更することも重要です。

 まず、検索キーの変更ですが、例えばキーワードによる検索で先行技術文献が発見
できなかった場合、ＦタームやＦＩ等を用いた検索を行うと発見できる場合がありま

すので、検索キーの選択は非常に重要になります。そして、最初にどの検索キーを用

いるかは、探すポイントに応じて選択することとなります。

 次いで探すポイントの変更ですが、特許法には「進歩性」という考え方があり、「発
明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（一般に「当業者」といいます）

が、容易に発明をすることができた発明」は、特許にはならないという規定がありま

す。このことは、先行技術文献を調査する場合、ある発明と同じ発明を探すだけでは

先行技術文献調査としては不十分であることを意味します。

たとえば「Ａ」というポイントを探して発見できなかった場合、そこで検索を終了

するのではなく、「Ａ」は「ＢとＣとの組み合わせでもできる」と判断した場合、「Ｂ」

または「Ｃ」を検索することが必要になるということです。また、その組み合わせの

パターンも数種類考えられる場合があり、それに応じて検索するポイントを変更して



いくことになります。

このように、先行技術文献調査は、適切な検索キーを選択し必要に応じて変更する

こと、「進歩性」を考慮に入れつつ「何を探すか」を決め、そしてそれを臨機応変に変

更することがきわめて重要なポイントとなります。

ｂ．検索キーについての知識と理解、検索式の決定

 検索キーとしては、ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム、キーワード等があり、これらの検索
キーの構造・特徴を良く理解した上で、探したい発明等に応じてこれらの検索キーを

使い分けることが必要になります。

 また、どの技術分野を検索するのかも重要なポイントです。検索する技術分野の決
定には上述の「何を探すか」の決定が密接に関連してきます。探すポイントによって

は、検索すべき範囲が特定の技術分野に限定されないことがあるからです。

 技術分野を決定した後は検索式を構築することになります。そして、その検索結果
に応じて、上記ａ．で述べた考え方を利用して検索式の変更や、検索する技術分野の

変更等を行うことになります。

ｃ．説明会テキスト等の利用

 特許庁では、特許庁ホームページ（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）において、各

種説明会や講演会で用いられたテキスト等を公開していますので、必要に応じてご活

用下さい。

（３）使用される主な用語

 以下、特許検索ガイドブック中によく出てくる用語を簡単に紹介します。詳しい説
明は割愛しますが、検索を効果的に行うためにも、他のテキスト等を利用して検索キー

については良く理解するようにして下さい。

 ＩＰＣ：世界５０か国以上で共通に使用されている国際特許分類（International

Patent Classification）。１９７１年に作成された「国際特許分類に関するスト

ラスブール協定」に基づいて作成され、同協定の加盟国で利用されている。日

本では１９８０年からＩＰＣを採用している。

 
ＦＩ：ＩＰＣをさらに展開するために、展開記号、分冊識別記号をＩＰＣに付加し



たもの。特許審査における先行技術のサーチを効率的に行うことを目的として

付与されており、国内でのみ使用される。展開記号は、ＩＰＣの最小単位であ

るグループを更に細かく展開するために用いる記号で、原則として１０１より

始まる３桁の数字が使用される。分冊識別記号は、ＩＰＣまたは展開記号をさ

らに細かく展開するために用いる記号で、「Ｉ」、「Ｏ」を除くＡ～Ｚのアル

ファベット１文字が使用される。

 Ｆターム：特許審査の先行技術文献サーチを迅速に行うための機械検索用に特許庁
が開発した技術項目。一ないし複数のＦＩが付与された文献を、種々の技術的

観点から多観点で区分してあることが特徴。目的、用途、構造、材料、製法、

処理操作方法、制御手段などの多数の技術的観点から技術を分類したタームリ

ストに基づいて各文献ごとにＦタームを付与することにより、関連先行技術を

絞り込むことを目指している。テーマコードとは、英数字５桁からなり、ＦＩ

を所定の技術分野ごとに括ったＦタームでの検索範囲となる技術単位のこと。

 ＥＣＬＡ：欧州特許庁（ＥＰＯ）において用いられている、ＩＰＣを細かく展開し
た独自の特許分類。European Patent Classification。

 ＵＳＣ：米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）において用いられている独自の特許分類。

ＪＯＩＳ®：独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が提供する、科学技術に関

する情報を収録した情報提供サービス。JST Online Information System。

ＤＷＰＩ：トムソンサイエンティフィックが提供する世界４０カ国相当の特許情報

を収録したデータベース。Derwent World Patent Index®。

ＳＴＮ®：化学構造や化学反応、特許文献の検索に強みを持ち、豊富な科学技術情

報を収録した情報提供サービス。The Scientific and Technical Information

Network。
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１．技 術 の 基 礎                                        

 
（１）コンテンツ記録用メモリカードとは 
 
デジタルカメラや携帯型音楽再生機器など、デジタルデータをコンテンツとして取り扱う、携帯

型の機器が普及しつつある。これらの機器では、従来の同一目的のアナログ機器と比べて、機

器自体が小型化し、従来よりも携帯性に優れたものとなっている。 
これらの機器では、デジタルコンテンツをより多く記録するために、または再生するコンテンツを

交換するために、着脱式の記憶媒体を使用する。そして、最近、この着脱式の媒体として、メモリ

カードに高い注目が集まり、対応する情報機器やメモリカードの新製品が盛んに開発・製造され

ている。 
上記の用途に使用される記憶媒体としてメモリカードが普及してきている理由には、メモリカー

ド製品が、小型、大容量、高速なデータ検索、低消費電力等の特性を持つことが挙げられる。こ

れらの特性は、コンテンツを記録、または再生する携帯型機器が、ユーザーからの小型、高性能、

長稼働時間といった要求に応えるために記憶媒体側に求める性能と合致している。 
メモリカードは、今後デジタルコンテンツを記録するためのカード、すなわちコンテンツ記録用カ

ードとしての用途の広がりが期待されている。また、メモリカードに関わる技術開発や新製品開発

の動向も、コンテンツ記録に適した特性を高めるためのものが中心となっている。 
 
（２）メモリカードの特徴 
 
メモリカードは、不揮発性メモリを利用した記憶媒体であり、デジタルカメラ等の対応する機器

（応用機器）に抜き差しして使用される。ユーザーは、必要に応じてメモリカードを挿し替えること

により、応用機器で使用するデータを変更することができる。 
メモリカードは、記憶媒体として不揮発性メモリを使用していることから、次のような特徴を持

つ。 
 
●記憶保持のための電源が不要 
不揮発性メモリを使用しているため、記憶保持のための電源は不要である。そのため、媒体

を応用機器とは別個に保存し、必要な媒体を適宜自由に入れ替えて使用することができる。 
 
●データアクセスが早い 
記憶媒体が半導体であるため、ディスクの回転やヘッドの移動が必要な FD、MD 等と比較し、
必要なデータの検索や読み出しの高速化を図ることができる。また、メモリカードに主として使

用されている不揮発メモリであるフラッシュメモリは、媒体全体、あるいはチップ単位等、一括で

の消去、書きこみが行えるため、データ書き込みも高速化を図ることができる。 
一方で、バイト単位の書き換えは不可能なものがほとんどであり、一部のデータだけを書き

かえる場合でもブロック、チップといった一定容量ごとの書き替えとなり、書き換え容量が小さ



い場合にも書き換え時間の短縮には直接的に反映しない場合がある。 
 
●振動や衝撃の影響を受けにくい 
磁気ディスクや光磁気ディスクでは、データの検索、読み出し、書き込みに際して、データ記

録媒体を回転、あるいはヘッドを移動させるため、データアクセス中機器に振動や衝撃が加わ

った場合には、データが読み出せなくなるなどの影響を受ける可能性がある。一方、メモリカー

ドのデータの読み書きは、半導体メモリへの電気的なアクセスにて行うため、機器側にも駆動

装置は不要であり、振動や衝撃が発生する環境下においても、データの読み書き動作に受け

る影響が非常に小さい。 
 
●高集積化・大容量化が可能 
メモリセル構造が単純であるため、半導体メモリの高集積化が図りやすく限られた容積の中

で、メモリカードの容量を増加することが可能である。 
 
●低消費電力 
メモリカードは、入出力にディスクの回転やヘッドの移動といった物理的な動作が発生しない

ため、他の媒体と比較して動作時の消費電力が少ないと言える。 
 
 
上記の特徴に基づき、他の記憶媒体との比較を試みる。 
メモリカードを含む可搬性の記憶媒体の用途は、大きく分けると次の４種に整理することができ

る。なお、下記の用途には、必ずしも「コンテンツ記録」という観点でないものも含まれる。 
 
a) データ保存 

 応用機器で作成したデータを保存して応用機器とは別に保管し、障害発生時の復旧に使用
する。パーソナルコンピュータのバックアップ等が具体例として挙げられる。 
 

b) データ移動 
 複数の応用機器間でデータを移動する。デジタルカメラからパーソナルコンピュータへの画
像データの移動等が具体例として挙げられる。 
 

c) データ頒布 
 データを複数の媒体に複製し、利用者に頒布する。コンパクトディスクによる音楽データやソ
フトウェアの販売が具体例として挙げられる。 
 

d) データ携帯 
 応用機器と共に複数の媒体を携帯し、記録・再生の都度適切な媒体に交換して利用する。
音楽ソフトとヘッドフォンステレオの携帯や、デジタルカメラで撮影した画像データを複数の媒

体に分けて保存する場合などが具体例として挙げられる。 



 
上記の４つの用途別に、可搬性記憶媒体の適合性について記憶媒体ごとに比較する（第１

表）。 
 

第 1表 可搬性記憶媒体の適合性比較 

用 途 磁気 
ディスク 

光磁気 
ディスク 

磁気 
テープ 

不揮発性 
メモリ メモリカードの適合性 

a)データ保存 △ ◎ ◎ △ 単体での容量が小さく、また、容
量あたりのコストが高い。 

b)データ移動 ○ ◎ △ ○ 十分な性能を有するが容量の面
での優位性が小さい。 

c)データ頒布 ○ ◎ △ △ コスト高で劣る。 

d)データ携帯 △ ○ △ ◎ 小型で扱いやすく、検索性も高
い。 

凡例： ◎＝他の媒体と比較して優位 ○＝用途に適した媒体といえる     （各種資料により作成） 

     △＝優位性を持たない     

 

 
データ保存の面では、コストが高い不揮発性メモリよりも、光磁気ディスク、磁気テープといった、

大容量でかつ安価な媒体がより適切であると考えられ、実際に多くの場合に利用されている。 
データ移動の面では、MO、MD等の光磁気ディスクが多く利用されている。比較的安価であり、
すでに１枚当たり数百 MB の記憶容量を確保していることが主な理由と考えられる。ただし、デジ
タルカメラのような携帯型の応用機器で作成した電子データを移動する際には、入出力速度が速

く駆動部品を必要としない不揮発性メモリが使用されている例が多い。 
データ頒布の面では、コンピュータのプログラムにおいて、かつてのフロッピーディスクから、現

在はコンパクトディスクを利用するケースが多い。音楽ソフトにおいても現在はコンパクトディスク

が主である。書き換えが不可能であり出荷時のデータ内容が保証されること、媒体が安価である

ことが選択される理由と考えられる。この用途では、工場等でデータが記録された上で頒布され

るため、書きこみ速度の優先度は、他の用途と比較して低いと考えられる。 
データ携帯では、応用機器自体が携帯・移動した状態で使用されることが前提であることから、

比較的大容量で、媒体を着脱する際の操作ができるだけ簡素なもの、特にデータ検索またデー

タ読み出しの速度の速いものがが望まれる。そのため、この用途においては、記憶媒体の駆動

を必要とせずデータ読みし速度の速い、不揮発性メモリの適性が高いといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）メモリカードに関わる技術の概観 
 
メモリカードは、データを記録する不揮発性メモリと、応用機器からの入出力命令を解釈・実行

するためのコントローラ、応用機器とのデータ通信を実行する通信部、及び、上記の動作に必要

な電力を応用機器から受信するための電源受信部からなる。応用機器側には、アダプタないし

はリーダライタといった、メモリカードを装着しデータを送受信するための機構を持つ。アダプタや

リーダライタには、メモリカード側の機構に対応して、メモリカードの制御を行うコントローラ、メモリ

カードとの通信を司る通信部、及びメモリカードへの電源を供給する電源供給部とを持つ。 
メモリカードに関わる技術は以下のように整理できる。なお、これらの技術には、メモリカードと

いう製品に特有の技術よりもむしろ、メモリ、メモリ制御、通信など、電子デバイス一般に関わる

技術が応用されている例が多い。 
 
●記憶媒体であるメモリ（主としてフラッシュメモリ）に関する技術 

 
メモリには、フラッシュ EEPROM が使用されることが多い。メモリに関わる技術としては、メモ
リの集積度を増すためものや、フラッシュ EEPROM で一括書き換えするデータをできるだけ小
さい単位で可能とするためのもの、データ入出力の際の消費電力を低減するためのものなど

がある。 
 
●メモリ制御に関する技術 

 
メモリへのデータの入出力を制御するコントローラは、応用機器側の機能を前提としてメモリ

カード内にコントローラを持たないものと、メモリカード内にコントローラが内蔵されているものと

がある。後者の場合、応用機器側のコントローラは、メモリカード内のメモリの構造やアドレスを

意識することなく、一般的なデータ転送用のコマンドを使用することができる。また、メモリカー

ド内蔵コントローラの機能向上により、データを暗号化して通信し、特定の媒体にのみ正常に

再生できるデータを記憶するなど、音楽データ等の著作権管理に応用することも可能となって

いるものがある。メモリ制御に関する技術では、ファイル管理に関するものや著作権保護のた

めのデータ暗号化に関わるもの、それらの処理を実施する際の消費電力を低減するためのも

の、その他メモリの記録誤りを防止、あるいは誤りを修正する技術などもある。 
 
●メモリカードと応用機器の通信に関する技術 

 
メモリカードと応用機器の間の通信に関わり、通信プロトコル、信頼性確保のための誤り検

出・訂正、これらの処理にかかわる時間をできるだけ短くする、あるいは一度に通信するデータ

量をできるだけ多くするための技術がある。 
 
●応用機器からメモリカードへの電源供給に関する技術 

 



応用機器の側からの電源供給に関わる技術と、メモリカードでの電源の受信、及び通信部、

コントローラ等への電源供給に関わる技術とがある。具体的には、電圧の安定化や、電圧が

低下した際の誤動作を防止するための技術などがある。 
 
●メモリ、コントローラ、通信、電源を一体とした回路に関する技術 

 
メモリ、コントローラ、電源は、メモリカードの限られた空間に配置される。これらの配置を含

めた回路設計は、メモリカード製品の記憶容量や、消費電力や入出力速度にも関わる。回路

の微細化や、メモリとコントローラを一体化したチップとして製造するための設計、全体の消費

電力を抑えるための設計技術等がある。 
 
●筐体としてのメモリカードの構造に関わる技術 

 
メモリカードは、応用機器からの着脱を前提としており、それ自体が外気に触れたり日常的

にユーザーの手で触れられたりする点が、単体の半導体メモリや LSI チップとは異なる。その
ため、製品としてのメモリカードを開発する際には、応用機器への挿入･着脱や外形・デザイン

も考慮する必要がある。これらに関わり、誤操作時の誤動作防止、静電破壊防止、全体の軽

量化といった技術等がある。 
 
 
 
 以上に挙げたメモリカードに関する技術に基づいて、第１図に技術俯瞰図を示す。 

 
 
 

 



 
第 1図 メモリカードに関わる技術俯瞰図 
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（各種資料により作成） 

 



 

それぞれに関わる技術の例を、メモリカードとアダプタのいずれに導入される技術かを含めて、

第２表に整理する。 
 
なお、メモリカード製品の種別により、メモリカード側、アダプタ側双方のいずれかまたは両方に

導入される場合がある技術については、表中では「メモリカード」「アダプタ」双方に記述している。 
 
 

第２表 メモリカードに関わる技術の具体例 
 
導入場所 製造工程 メモリカード アダプタ 

メモリ技術 ・貼り合わせ 
・信号線の結線 
・設計ルール 
 

・メモリフォーマット 
・高集積化 
・薄型化 
・データ消去単位の分割 
・対タンパ 
・入出力高速化 
・耐久性向上 
・データ欠損防止 

 

コントローラ 
技術 

・設計ルール ・暗号処理 
・相互認証 
・ファイル管理 
・中断時のデータ保護 
・記録誤り防止・訂正 

・動作電圧確認 
・応用機器側インタフェース 
・ファイル管理 
・アクセス状態監視 

通信技術 ・設計ルール ・伝送誤りの検出 
・消費電力の低減 
・プロトコル 

・伝送誤りの検出 
・プロトコル 
・通信バッファの増大 

電源技術 ・設計ルール ・消費電力の低減 
・電圧変動時の誤動作防止 

・供給電圧の安定化 

回路技術 ・設計ルール 
・位置あわせ 
・ワンチップ LSI製造 

・メモリ・コントローラの 
 ワンチップ化 
・消費電力の低減 

 

筐体技術 ・プリント基盤の密封 
・製造手順 
・強度向上 
 

・誤操作時の誤動作防止 
・耐環境性向上 
・操作性向上 
・小型化 
・強度向上 

・媒体の動作電圧確認 
・複数規格への対応 
・アクセス中の抜取防止 

（各種資料により作成） 

 

 



（４）デジタルコンテンツの記録･再生に関わる技術の概観 
 
音楽、画像等のデジタルコンテンツを記録、再生する場合の手順と、それぞれの手順に関わる

技術について、第２図に基づいて説明する。 
 

第２図 デジタルコンテンツの記録・再生手順 
 
 

①コンテンツ
製作

②符号化
③媒体への
通信

④媒体への
記録

⑧再生 ⑦データ解釈
⑥再生機器
への通信

⑤媒体からの
読み出し

 

 

 

 

 

 

 
（各種資料により作成） 

 
①コンテンツ製作 

 
撮影の被写体の確定、音楽の演奏など、もともとデジタルコンテンツとなる対象は、デジタル

データ以外の形態で製作される。 
 
②符号化 

 
デジタルデータの形式でないコンテンツを応用機器の側で記録する際に、デジタルデータへ

の符号化が行われる。この際に、できるだけ元の対象に近い状態を再生できるように高密度

のデータとすることと、できるだけ少ない処理で再生あるいは同じ媒体により多くのコンテンツ

を記録できるように少ないデータ量とすることという２つのニーズがあり、それぞれに特化した

技術、あるいは一見矛盾する２つのニーズを満たすための技術が係わっている。全体的には、

画像においてはより画素数が多く、鮮明な画像とするニーズ、動画記録へのニーズなどから、

データ量は増加する傾向にある。 
 
③媒体への通信 

 
応用機器と記録媒体との通信においては、デジタルカメラで連続撮影をする場合など、通信

時間を短くすることが求められている。また、長時間の音楽データや高密度の画像など、一度

に通信するデータ量が増大する傾向にある。通信に関しては、上記の特性に合わせた通信手

順、誤り検出・訂正などの技術が係わっている。 



④媒体への記録 
 
デジタルコンテンツのデータ量の増加傾向に合わせ、媒体の側にも単一の媒体での記憶容

量の増加や、書き込み時間の短縮などが求められている。また、一般的な利用形態として、あ

る応用機器で媒体に記録したデータを他の応用機器で利用するケースや一枚の記憶媒体に

複数種類の応用機器からデータを記録するケースが考えられるため、一台の応用機器で複数

の規格の記憶媒体に対応する、あるいは、1枚の記憶媒体が複数種類の応用機器で使用でき
るようにするニーズがある。また、ユーザーが、デジタルコンテンツが記録された複数枚の媒体

を応用機器とは別に携帯する使用方法が一般的となるため、媒体自身が安価であることや小

型、軽量であること、携帯や抜き差しの際の環境によって故障や誤動作を発生しないことが求

められる。 
 
⑤媒体からの読み出し 

 
デジタルコンテンツの読み出しの際には、音楽や画像など、読み出しと再生を同時に行う利

用方法がある。そのため、媒体からの読み出し速度は、このような利用方法に対応できる速度

を確保する必要がある。また、携帯端末の動作時には、媒体からのデータ読み出しにも端末に

内蔵された電池の電力が利用される。電池あたりの駆動時間が携帯端末の競争軸となってい

るため、記憶媒体からのデータ読み出しに必要な電力をできる限り低減する必要が生じる。 
 
⑥再生機器への通信 
「③媒体への通信」と同様である。 

 
⑦データ解釈 および ⑧再生 

 
媒体から読み出されたデータは、応用機器において解釈、処理され、ユーザーが利用可能

な音や画像として再生される。 
デジタルコンテンツには、商品として流通することを目的とした音楽や画像があり、これらは

著作権を管理する必要が生じる。特に、デジタルデータの状態で音楽や画像が複製される場

合、コンテンツの質がほとんど劣化しないことから、不正な複製を防止するための対策が不可

欠となる。 
不正な複製を防止するための対策は、デジタルコンテンツの流通における手順の複数の個

所に導入されて、複合的に作動させるものが多い。例えば、「③媒体への通信」を行う際に媒

体の固有 ID 等を利用してデータを暗号化し「④媒体への記録」の際に媒体内部で復号する方
法、「③媒体への通信」はコンテンツ自体とコンテンツを再生するためのライセンスとを分けて

行い、再生時の「⑦データ解釈」は、媒体からコンテンツとライセンスの双方が共に読み出され

ない限り正常に実施されない、などの方法がある。 
デジタルコンテンツを、著作権を管理し、かつ消費者にとって利用しやすい方法で流通させる

ため、現在様々な技術が研究・開発され、実用化も進んできている。 



（５）「コンテンツ記録用メモリカード」の主要技術課題

 
コンテンツ記録用メモリカードの主要技術は、「第４節 メモリカードに関わる技術の概観」に挙
げたメモリカードの技術のうち、「第５節 デジタルコンテンツの記録･再生に関わる技術の概観」
に挙げたデジタルコンテンツの記録・再生に関わる技術的課題に関わるものとして抽出すること

ができる。 
 
デジタルコンテンツの記録・再生にかかわる技術的課題から記憶媒体への要求を抽出し、第３

表に示す。 
 

第３表 デジタルコンテンツ記憶媒体への要求 
 

関連手順 技術的課題 記憶媒体への要求 
①コンテンツ製作 （特に無し） － 
②符号化 高密度・精細 － 
 符号化対象情報の選択 － 
 データ圧縮 － 
③媒体への通信 通信時間短縮 ●読み書き速度向上 
⑥再生機器への通信 他処理のバックグラウンドでの通信 － 
 誤り検出・修正 － 
 通信手順の最適化 ●読み書き速度向上 
 通信先媒体の特定 ●不正読み書き防止 
 通信先媒体利用者の特定 ●不正読み書き防止 
 暗号化 ●不正読み書き防止 
④媒体への記録 記憶媒体の特定 ●不正読み書き防止 
 書き込み時間短縮 ●読み書き速度向上 
 記憶容量増加 ●大容量化 
 複数の媒体規格への対応 ●多数規格への対応 
 低価格化 ●低価格化 
 媒体抜き差しに関わる誤動作防止 ●耐環境性・利便性向上 
 復号 ●不正読み書き防止 
 コンテンツ利用者の特定 ●不正読み書き防止 

消費電力の低減 ●省電力化 
書き込み状態の明示 ●耐環境性・利便性向上 

 

操作性・視認性向上 ●耐環境性・利便性向上 
⑤媒体からの読み出し 読み出し速度の向上 ●読み書き速度向上 
 消費電力の低減 ●省電力化 
 読み出し端末の特定 ●不正読み書き防止 

コンテンツ利用者の特定 ●不正読み書き防止  
読み込み状態の明示 ●耐環境性・利便性向上 

⑦データ解釈 コンテンツとライセンスの連動 － 
⑧再生 復号 － 
 コンテンツ利用者の特定 － 

 



 
第３表によって抽出された、コンテンツ記録用メモリカードへの要求について、以下に概説す

る。 
 
●低価格化 
一人のユーザーが複数の記録媒体を保持する利用方法に対応できるため、メモリカードの

価格低下が非常に重要である。 
 
●読み書き速度向上 
記録・再生の待ち時間減少をはじめとしたユーザーへの利用しやすさの向上のため、メモリ

カードの読み書き速度の向上が求められている。 
 
●大容量化 
画像データの解像度向上等に伴ってコンテンツのデータ量が増大する傾向にあり、メモリカ

ードの大容量化が必要となっている。また、製品としてのメモリカードの外形寸法や端子位置、

動作電圧といった制約条件を満足しながら実施する必要があるため、技術的には同時にメモリ

や回路の小型化を伴う。 
 
●耐環境性・利便性向上 
広く普及したメディアは、日常生活のあらゆる場面、あらゆる環境で使用されることが想定さ

れる。広範な使用環境、保存・携帯環境においても誤作動や故障を起こさないための耐環境

性の向上が必要となっている。また、老若男女問わずに気軽に容易に利用可能とするために、

ユーザーにとっての使い勝手向上に対する要求も大きい。 
 
●省電力化 
応用機器の動作時間を伸長するうえで、メモリカードの消費電力低減が求められる。 

 
●不正読み書き防止 
コンテンツの著作権管理を実現するため、メモリカードに記録されたデジタルコンテンツを不

正に読み出す、あるいは、媒体間でコピーするなどの使用方法を防止するための方策が実施

される必要がある。 
 
●互換性の向上 
ユーザーの側からは、応用機器とメモリカード規格との関係を常に意識しなければならない

ことは、応用機器の買い替えやコンテンツの流通を妨げることとなる。そのため、一台の応用

機器が多数のメモリカード製品に対応することが求められている。一方、メモリカードも、多数

の応用機器に対応可能な仕様とすることが求められる。 
 



 
上記の要求に対応することが、コンテンツ記録用メモリカードの技術課題となる。 
これら技術課題は、「第４節 メモリカードに関わる技術の概観」で俯瞰したメモリカードに関わ
る技術のいずれか単独、または複数の技術の関連によって解決される。 
メモリカードの技術分類と、コンテンツ記録用メモリカードの技術課題との対応を、第４表に示

す。 
 

第４表 コンテンツ記録用メモリカードの技術課題と技術分類の対応 
 

技術分類 
技術課題 

メモリ 
技術 

コントロー
ラ技術 通信技術 電源技術 回路技術 筐体技術 

低価格化 ○ ○   ○  

読み書き速度向上 ○ ○ ○  ○  

大容量化 ○ ○   ○  

耐環境性・利便性向上  ○  ○ ○ ○ 

省電力化 ○ ○ ○ ○ ○  

不正読み書き防止  ○     

互換性の向上  ○ ○ ○  ○ 

（各種資料により作成） 

 

本章は「平成１２年度 技術動向調査報告書 コンテンツ記録用メモリカード」（特許庁）より転載 
 
 

























【ＦＩ検索のコツ】







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ データ編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













５Ｂ０３５ Fターム解説（抜粋） 
 
○技術内容 
【ＩＰＣカバー範囲】 
Ｇ０６Ｋ１９／００～１９／０８ 
【テーマ技術の概要】 
本テーマは、その一部にデジタルマークが記録されるように設計され、かつ機械で使用される記録担体、

所謂、“磁気カード”“ＩＣカード”などに関するものである。 
［技術例］ 
 構造（例えば、変形に耐える構造） 
 製造方法（例えば、製造工程を小さくする方法） 
 秘密保持（例えば、カードに記録された暗唱が解読不能、又はカードに記録された情報が読取り不能で  
あるようにする技術） 
内容破壊対策（例えば、カードに記録された情報…情報の種類は問わない…が故意に又は誤操作に 
よって破壊されるのを防止する技術） 
○Ｆタームの説明 
【AA 目的】 

AA00 目的 
この下位に展開されているタームＡＡ０１～ＡＡ１５のいずれにも属さない目的を有するもの。 
（例）Ｓ／Ｎ比向上、カード再使用、操作性向上。  

AA01 ・大容量化 
記録担体の記録密度又は記憶容量の増大化を目的とするもの。 
このタームは、“記録の種類、性質”が光（タームＢＢ０３～ＢＢ０５）又はＩＣ（タームＢＢ０９）以外の場合に
も使用される。 
このタームは、タームＢＢ１１（複数記録、分割記録）、タームＢＢ１２（記録面、記録位置）と関係することが
ある。  

AA02 ・高速化 
記録担体からのデジタルマークの読取り若しくはデジタル情報の読出し、又は記録担体へのデジタル
マークの記録若しくはデジタル情報の書込み、に要する時間の短縮化を図るもの。  

AA03 ・精密化 
 “記録担体”の寸法の精度、又は製造精度の向上化を意図するもの。この意味の場合には、観点ＢＡ（記
録担体の形状、構造製造方法）についても解析する。 
 記録担体への“デジタルマーク”の正確な記録又はそのような記録手法に関するもの、この意味の場合
には、タームＡＡ１１（誤動作、誤挿入対策）も選択する。  

AA04 ・製造容易化 
記録担体の製造方法の容易化、又は製造工程の簡略化に関するもの。 
このタームを選択した場合には、観点ＢＡ（記録担体の形状、構造；製造方法）についても解析する。  

AA05 ・低電力化 
消費電力の低減化を目論むもの。 
このタームを選択した場合には、必ず、タームＣＡ１３（節電）にも付与することが可能か否か検討する。 

AA06 ・多目的使用化 
一枚の記録担体を、複数の目的ないし用途に使用することに関するもの。 
（例）“多目的クレジットカード”。  

AA07 ・耐性強化 



記録担体の水、汚染、摩耗あるいは薬物などに対する抵抗性の増加に関するもの。反復使用性に関する
もの。 
このタームを選択した場合には、観点ＢＡ（記録担体の形状、構造；製造方法）についても解析し、又ター
ムＢＢ０９（ＩＣ）にも付与することが可能か否か検討する。 

AA08 ・剛性強化、変形対策 
記録担体の破損、破壊、あるいは変形などをもたらす外的力に対する抵抗力の強化に関するもの。 
（例）“対折り曲げ強度の増加”、“変形吸収”。 
このタームを選択した場合には、観点ＢＡ（記録担体の形状、構造；製造方法）についても解析し、又ター
ムＢＢ０９（ＩＣ）にも付与することが可能か否か検討する。  

AA11 ・誤動作、誤挿入対策 
 誤動作、誤挿入防止のための形状、構造に関するもの。この意味の場合には、観点ＢＡ（記録担体の形
状、構造；製造方法）についても解析する。 
 誤動作防止のためのマーク記録方式又は情報記憶方式。 
（例）“エラー訂正符号（例えば、バリティビット付加方式）” 

AA13 ・不正使用対策 
記録担体の不正使用防止に関するもので、この下位のタームＡＡ１４～ＡＡ１５のいずれにも属さないも
の。 
（例）“印鑑不正使用防止”。  

AA14 ・・使用者の正否をみるもの 
 使用者により入力された暗証番号と記録担体に予め記録又は記憶された暗証番号との比較照合によ
り、正当でない使用者による不正使用を防止することに関するもの。 
 “記録担体への暗証番号の記録又は記憶”、“（使用者における確認のための）暗証番号の表示”、“暗
証番号自体の暗号化”なども含む。 
このタームを選択したばあいには、タームＢＢ０１（個人識別）にも付与することが可能か否か検討する。

AA15 ・・記録担体の正否をみるもの 
記録担体自体の正当性に関するもの。 
（例）“カードの偽造防止”、“カードの改ざん防止”。 

 
【BA 記録担体の形状、構造；製造方法】 

BA00 記録担体の形状、構造；製造方法 
この下位に展開されているタームＢＡ０１～ＢＡ０９のいずれにも属さない事項、例えば、記録担体の製造
方法に関するもの。この意味の場合には、タームＡＡ０３（精密化）又はタームＡＡ０４（製造容易化）にも付
与できるか否か検討する。 
図面に構造、形状の絵がなければ付与しない。  

BA01 ・形状 
 記録担体の形状に関するもので、この下位に展開されているタームＢＡ０２に属さないもの。 
（例）“円型”、“テープ”。 
 “形状”は、記録担体を平面的にみた場合のものをいう。  

BA02 ・・切欠きをもつもの 
記録担体の端部又は縁部に切欠きをもつもの。 

BA03 ・構造；材料 
 記録担体の構造又は材料・素材に関するもので、この下位に展開されているタームＢＡ０４～ＢＡ０５の
いずれにも属さないもの。 
 “構造”は、記録担体を立体的にみた場合のものをいう。  

BA04 ・・凹部又は凸部をもつもの 
記録担体の一部に凹み、出っ張り又は折れ曲がり部分を有するもの。 

BA05 ・・積層構造、層接合；積層材料 
記録担体の積層に関するもの。 



（例）“積層構成又は数”、“接合剤”、“積層体の材料構成”。 
BA06 ・形態 

 記録担体の形態に関するもので、この下位に展開されているタームＢＡ０７に属さないもの。 
（例）“付属部品付き”、“袋閉じ型”、“折畳み型”、“ミシン目付き”。 
 “形態”は、記録担体の用い型の態様をいう。 

BA07 ・・多数枚綴り 
複数枚の記録担体が綴られて（１冊になって）いるもの。 
（例）“コードブック”、“貯金通帳”。 

BA09 ・カードケース 
記録担体入れ整理棚。記録カードを包むもの。 

 
【BB 記録の種類、性質】 

BB00 記録の種類、性質 
記録されるマークの形、記録形態・形式、化学的性質若しくは物理的性質又は記憶される情報の記憶方式
に関するもので、この下位に展開されているタームＢＢ０１～ＢＢ１４のいずれにも属さないもの。 
（例）“エンボス”、“文字型マーク”、“記載欄”、“ＥＣＤ型”。  

BB01 ・バーコード 
バーコード（棒状符号）によりマークの記録を行なうもの。 

BB02 ・磁気 
磁気的手法によりマークの記録又は情報の記憶を行なうもの。 
光磁気に関するものは、このタームとタームＢＢ０３（光学）の双方を選択する。  

BB03 ・光学 
光を用いるもので、この下位のタームＢＡ０４～ＢＡ０５のいずれにも属さないもの。 

BB04 ・・光熱エネルギー 
光の持つ熱エネルギーによりマークの記録又は情報の記憶を行なうもの。 
（例）“レーザ光を用いるもの”。 
このタームは、タームＡＡ０１（大容量化）に関係することが多い。 
このタームは、次のタームＢＢ０５（ホログラム）に優先する。 

BB05 ・・ホログラム 
ホログラム技術をマーク記録又は情報記憶に応用するもの。 
（例）“ホログフィ”、“回折格子”。 
“ホログラム”技術か否か明確でない場合には、タームＢＢ０４（光熱エネルギー）を付与する。  

BB06 ・金属 
金属体又は金属片を利用してマークの記録を行なうもの。  

BB07 ・孔 
穴を空けることによりマークの記録を行なうもの。 

BB08 ・ＯＭＲ：ＯＣＲ 
 ＯＭＲ（光学的マーク読取装置）用のシート及びＯＣＲ（光学的文字読取装置）用のシートに関するもの。
 印刷された文字データ等の上に点（レ点、Ｉ、Ｘ ｅｔｃ）が付けるように設計されたシート、所謂“マークシー
ト”は、ここに入る。 
 ＯＣＲ用の文字又は数字を描くためのシート。 

BB09 ・ＩＣ 
記録担体の内部にＩＣメモリないしＩＣチップを有するもの。 
このタームを選択した場合には、必ず、観点ＣＡ（ＩＣカード）について該当するタームがあるか否か検討す
る。 
ＩＣカードには、“半導体カード”、“メモリカード”、“ＣＰＵカード”、“携帯可能媒体”、又は“カード状電子装
置”等々、種々の呼称がある。  



BB11 ・複数記録、分割記録 
記録又は記憶が複数箇所に分散して行われるもの全て。 
分散して記録されたマーク又は記憶された情報の内容が異なる場合には、タームＡＡ０１（大容量化）にも
付与することが可能か否か検討する。 
分散して記録されたマーク又は記憶された情報の内容が同一の場合には、タームＡＡ１１（誤動作、誤挿
入対策）にも付与することが可能か否か検討する。 
各分散記録箇所又は記憶箇所の“記録の種類、性質”が異なる場合には、その全てについて、（観点ＢＢ
の中から）Ｆタームを選択する。 

BB12 ・記録面、記録位置 
記録担体において、記録又は記憶がなされている面又は位置に関するもの。 
（例）“裏面”、“側面”、“端部”、“両面”。最後の例については、タームＡＡ０１（大容量化）にも付与できる
か否か検討する。 
このタームを選択した場合には、タームＢＢ１１（複数記録、分割記録）にも付与できるか否か検討する。 

BB14 ・可変符号 
記録内容の変更が容易なもの。 
（例）“可変プログラムカード”、“可変バーコード表示装置”。後者の例については、タームＢＢ０１（バー
コード）も付与する。 
ＩＣカードの内部メモリは、ＢＢ１４を選択する必要はない。 

 
【BC 用途】 

BC00 用途 
この下位に展開されているタームＢＣ０１～ＢＣ０９のいずれにも属さない用途に関するもの。 
（例）“駐車用カード”、“通行券”、“投票券”、“値札”、“社員食堂用カード”、“定期券発行用入力シート”、
“クリーニング用カード”、“タイムカード”。  

BC01 ・個人識別 
個人の特徴を表わすものに限定される。 
（例）“顔”、“指紋”、“サイン”、“音声”、“顔写真の付いているもの”。 
英数字のみからなる“暗証番号”又は”印鑑”は、個人の特徴を表わすものではないから、“個人識別用”
と書いてあってもこのタームは付与しない。 
“ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ…識別）”なる語は、本テーマにおいては、Ｆターム選択の要因とならない。 

BC02 ・プリペイド 
使用料金を前払いするものであって、使用の都度、残高が減額されると共に、その結果が目に見えるよう
にされるもの 
（例）“テレホンカード”、“乗車回数券”、“トークンマネー”。 
公報中に“プリペイド”なる表現のあるものには、必ずこのタームを付与する。 

BC03 ・機器制御 
特定の機器の動作を制御する制御情報を記録又は記憶された記録担体に関するもので、この下位に展
開されるタームＢＣ０４～ＢＣ０５のいずれにも属さないもの。 
（例）“調理器制御”、“選局”、“タイムレコード”。  

BC04 ・・生産管理 
生産機器、生産ライン又は生産工程を制御する情報を記録又は記憶された記録担体に関するもの。 
（例）“生産工程管理用カード”、“生産指示用カード”。 

BC05 ・・音源駆動；音発生 
楽器などの音源を操作するためのもの又は音自体を発生するもの。 

BC06 ・・オートダイヤル 
電話機を作動するための情報を記録又は記憶された記録担体に関するもの。 

BC08 ・テスト 
機器のテストを行なうための記録担体に関するもの。 



【CA ＩＣカード】 

CA00 ＩＣカード 
記録担体の内部にＩＣメモリ又はＩＣチップを有するもの。 
本タームは使用せず、タームＢＢ０９（ＩＣ）を代わりに用いる。  

CA01 ・ＩＣカードの形状、構造；製造方法 
この下位に展開されているタームＣＡ０２～ＣＡ０９のいずれにも属さない事項。 
（例）l放熱構造 z、 l防湿構造 z、 l寸法 z、 l部品交換 z、 l積層構造 z、 l部品の全体配置 z。 
このターム及びこのタームの下位に展開されているタームＣＡ０２～ＣＡ０９に付与できるか否か明確でな
い場合には、タームＣＡ１１（ＩＣカードの回路又は機能）及びその下位に展開されているタームＣＡ１２～Ｃ
Ａ２９を優先する。 

CA02 ・・ＩＣカードの耐性強化 
ＩＣカードの水、汚染、摩耗あるいは薬物などに対する抵抗性質の増大化に関するもの。 
ＡＡ０７・ＢＢ０９とダブル付与。  

CA03 ・・ＩＣカードの剛性強化、変形対策 
ＩＣカードの破損、破壊あるいは変形などをもたらす外的力に対する抵抗力の強化に関するもの。 
（例）l補強構造 z、 l変形防止 z。 
ＡＡ０８・ＢＢ０９とダブル付与。 

CA04 ・・電源部 
ＩＣカードの電源部の構造に関するもの。（例）l電池収納部 z。 

CA05 ・・マニュアル入力部 
ＩＣカードの入力キーあるとは入力タブレツトなどの入力部の構造に関するもの。 

CA06 ・・表示部：印字部 
ＩＣカードの表示部の構造又は印字部の構造に関するもの。 

CA07 ・・複数ＩＣチップ 
ＩＣカード内に、複数のＩＣメモリチップ又はＩＣチップを有するもの。 

CA08 ・・配線、配線接続；端子 
ＩＣカードの内部配線及び外部接続端子に関するもの。 
（例）lリード線 z、 l配線基板 z、 l端子数 z、 l電源供給用幅広端子 z。 

CA09 ・・・端子保護；端子清掃 
ＩＣカードの外部接続端子の（破壊・汚染などからの）保護及び汚染除去に関するもの。 
（例）l端子開閉カバー z 
ＩＣカード内メモリの内容破壊の防止に関する場合にはタームＣＡ３４（内部データ又は内部回路破壊対策）
及びその下位のタームＣＡ３５～ＣＡ３６の中から該当タームを選択する。 

CA11 ・ＩＣカードの回路又は機能 
ＩＣカードの内部回路又は機能に関するもので、この下位に展開されているタームＣＡ１２～ＣＡ２９のいず
れにも属さないもの。 
（例）l初期化 z、 l再使用 z、 l使用不能化 z、 l全体の回路構成 z、 lタイマ機能 z。 
このターム及びこの下位に展開されているタームは、タームＣＡ０１（ＩＣカードの形状、構造；製造方法）及
びその下位に展開されているタームＣＡ０２～ＣＡ０９を付与すべきか否か明確でない場合にも用いる。 
特殊用途的機能（例：lスケール付き z、 lメモ付き z）に関するものは、観点ＢＣ（用途）から選択する。 

CA12 ・・電源回路、電源供給；クロック 
ＩＣカードの電源回路、電源供給方式及びクロックの発生、分配に関するもの。 
電源異常対策は、タームＣＡ３１（ＩＣカードの誤動作、誤挿入対策）を付与する。 
非接触型電源供給は、タームＣＡ２３（非接触接続型）～ＣＡ２４のいずれかにも付与する。 

CA13 ・・・節電 
消費電力の節約・低減に関するもの。 

CA22 ・・入出力回路又は機能；端子機能 
ＩＣカードの内部回路と外部部品・装置との間のデータなどの入出力及び端子の機能に関するもので、こ



の下位に展開されているタームＣＡ２３～ＣＡ２７のいずれにも属さないもの。 
（例）l入出力インターフェース z、 l端子共用 z。 

CA23 ・・・非接触接続型 
ＩＣカードとその処理装置との間に直接のコンタクトがないもので、この下位に展開されているタームＣＡ２
４に属さないもの。 
（例）l電波を用いるもの z、 l磁気的手段によるもの z。 

CA24 ・・・・光学的手段によるもの 
ＩＣカードとその処理装置とが光によりデータのやり取りを行なうもの。 

CA25 ・・・非接触接続と接触接続の双方型 
l非接触接続方式 zと l接触接続方式 zのいずれかの接続方式も可能なもの。 
l非接触接続方式 zと l接触接続方式 zの双方について、各別に有用な技術が記載されている場合には、
そのいずれかについても解析し、該当するＦタームを付与する。  

CA26 ・・・マニュアル入力回路又は機能 
ＩＣカードへの手動入力のための回路又はＩＣカードーの手動入力機能に関するもの。 
l外部装置からの手動入力回路又は外部装置の手動入力機能 zも含む。 

CA27 ・・・表示、印字回路又は機能 
ＩＣカードの表示部、印字部への出力のための回路又はＩＣカードの表示、印字機能に関するもの。 
l外部装置の表示部、印字部への出力のための回路又は外部装置の表示、印字機能 zも含む。 
ＩＣカード内メモリの l残量表示 zに関するものには、このタームを付与しない。→タームＣＡ３３（試験、監
視；メモリ残量表示）を選択する。 

CA29 ・・メモリ；メモリアクセス 
ＩＣカード内メモリの構成又は該メモリへのアクセスに関するもの。 
（例）lメモリエリア管理 z、 lアクセス方式 z。 

CA31 ・ＩＣカードの誤動作、誤挿入対策 
ＩＣカードの誤動作又は誤挿入対策に関するもので、この下位のタームＣＡ３２～ＣＡ３６のいずれにも属さ
ないもの。 
（例）ＩＣカードの使用程度の記録。 
ＡＡ１１・ＢＢ０９とダブル付与。  

CA32 ・・エラー検出、訂正 
ＩＣカードの内部回路、特に、内部メモリのエラーの検出又は訂正に関するもの。 
（例）lパリティエラー z。  

CA33 ・・試験、監視；メモリ残量表示 
 ＩＣカードの内部回路の動作の試験又は監視に関するもの。 
（例）l試験機能内蔵型ＩＣカード z。 
 ＩＣカードの内部メモリにおける使用可能な残容量の表示に関するもの。 

CA34 ・・内部データ又は内部回路破壊対策 
ＩＣカードの内部メモリに記憶されたデータの破壊又はメモリ以外の内部回路の破壊に対処するもので、こ
の下位に展開されたタームＣＡ３５～ＣＡ３６のいずれにも属さないもの。 
（例）l内部メモリに対するバッテリバックアップ z。  

CA35 ・・・回路的手段による異状電圧対策 
摩擦電気、異常電圧などによるＩＣカードの内部データ又は内部回路の破壊対策を回路手段により達成す
るもの。 

CA36 ・・・構造的手段による異状電圧対策 
摩擦電気、異常電圧などによるＩＣカードの内部データ又は内部回路の破壊対策を構造的な面で行なうも
の。  

CA38 ・ＩＣカード内メモリへの不正アクセス対策 
ＩＣカード内メモリに記憶されたデータの不正読出し又はＩＣカード内メモリへのデータの不正書込みの防
止に関するもの。 



（例）l保護モードz、lＩＣカード内メモリの不正アクセス回数のカウントz。  

CA39 ・・メモリエリア別 
ＩＣカード内メモリを構成するエリア毎に保護のモードが異なるもの。 
（例）l書込み禁止エリア z、 l保護ビッド z。 

 

○「観点」「ターム」および「その他のターム」の利用上の注意点 

（１）観点を表すターム（記号００）の使い方 

観点を表すターム（記号００）は、 l上位概念ターム z及び下位に展開されているタームのいずれにも 

属さない場合の lその他ターム zとして使用する。 

（２）タームの選択；解析の要否；各タームの説明における具体例の見方 

 いずれか一つのタームに絞ることはせず、該当するタームについては全て付与する。また、一観点

中であっても、該当するタームが複数あればその全部についてタームを付与する。 

 いずれか曖昧な場合には、それら全てのタームを付与する。 

 下位概念のタームで充分に把握される場合は、上位概念のタームを付与する必要はない。 

 観点ＣＡ（ＩＣカード）についての解析は、タームＢＢ０９（ＩＣ）を付与した場合にのみ行なう。 

 観点タームＣＡ００は使用しない。タームＢＢ０９（ＩＣ）を用いる。 

 具体例は、そこのＦタームを付ければ足りるというものではない。符号説明部分の液型の下線のと

ころのみが関係するに過ぎない。 





５Ｂ０５８ Fターム解説（抜粋） 
 
○技術内容 
【ＩＰＣカバー範囲】 
Ｇ０６Ｋ１７／００～１７／００，５６０＠Ｚ 
【テーマ技術の概要】 
本テーマは、穿孔機、印字装置などの出力装置又はカード読取り装置、文字認識装置などの入力装置

を相互に共動させるための方法又は装置に関する。 
○Ｆタームの説明 
【CA カードリーダライタ】 

CA00 カードリーダライタ 
カードリーダライタの構造、回路ないし方式に関するもの。 
（注） 
 各種機能、部品又は機器の配置に関するものは、観点ＫＡについても解析している。 
 適合用途のあるものについては、観点ＹＡについても解析している。 
 このＣＡ００タームは使用していない。  

CA01 ・ＩＣカードリーダライタ 
ＩＣカードリーダライタの構造、回路ないし方式に関するものの内この下位に展開されないもの。 
ＩＣカードリーダライタにおける誤り検出・訂正・試験・監視・誤操作対策・静電除去・異物除去・雑音対策など
のＲＡＳ関係のもの（特開昭６２―２９０９８７，特開昭６２―２８２３８９，実開昭６２―１９５８７６，特開昭６１
―２９４５９２，特開昭６１―２９０５８５，特開昭６１―２８２９７９）、ＩＣカ―ドリーダライタの全体構造・筐体に
関するもの（実開昭６２―１９５８７８）などが代表的な例であるが、他に、ＩＣカードの使用回数を計数するも
の（特開昭６２―２９６２６９）、ＩＣカードに時計データを書込むもの（特開昭６２―２９１７８１）、ＩＣカードの種
類を判別する機構を有するもの（実開昭６２―１９９８７４，特開昭６２―２８９９９０）、ＩＣカードの反りの検出
に関するもの（特開昭５８―２０７１９１）等がある。 
特開昭６２―２９０９８７号：ＩＣカードを構成するＬＳＩについて各種テストを実行し、各テスト毎の結果を記憶
すると共にこの記憶内容をターミナルの表示手段に表示することにより、ＩＣカードテストの際のエラー箇所
を特定できるようにしたもの。 
（注） 
 パリティチェック、記憶容量の残量管理、静電除去、ＩＣカードリーダライタの全体構造、即ち筐体（この意
味で選択している場合にはＫＡ２４も選択）、反りの検出（反りの矯正による接触の確実化はＣＡ１９）、外部
拡張端子式はＣＡ０１を選択している。 
 ＩＣメモリカード、メモリカード、ＩＣチップカード、半導体カード、ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等は、厳密にはＩＣ
カードとは異なるが、このテーマに入っているものについてはＩＣカード関連のものと位置付けているので、
これらの用語が出てきたら、ＣＡ０１～ＣＡ２８（ＩＣカードリーダライタ）について解析している。 
 ＩＣカードの誤着脱対策に関するものは、ＣＡ０７を選択している。 
 端子結合不良対策に関するものは、ＣＡ１９を選択している。 
 メモリの不正アクセス対策又は内容破壊対策に関するものは、ＣＡ２７又はＣＡ２８を選択している。  

CA02 ・・ＩＣカード着脱；その検出 
ＩＣカードの装着又は挿入、及び抜出し又は排出に関するものの内、この下位に展開されないもの並びに、Ｉ
Ｃカードの着脱又は入出の検出に関するもの。 
例として、ＩＣカード挿入検知センサを有するもの（特開昭６２―２９３３９８）、ＩＣカード挿入部を複数有するも
の（特開昭６１―２７８９８９）、ＩＣカードの挿入口の形状・構造に関するもの（特開昭６１―１６３８４）が上げら
れる。 
（注） 
 ＩＣカードの挿入／排出、ＩＣカード挿入口／排出口、ＩＣカード挿入ガイド／案内部材はＣＡ０２を選択してい
る。 



 ＣＡ０２～ＣＡ０７を選択している場合には、必ずＫＡ１２も選択している。 
CA03 ・・・ＩＣカード移送、スライド機構 

挿入・排出口と所定位置（例えば、リード・ライト位置）との間におけるＩＣカードの移送に関するもの又は、ＩＣ
カードをスライド式に挿入・排出する機構に関するもの。 
例えば、ＩＣカード移送のための動力源として形状記憶合金を利用するもの（特開昭６１―２９０５８６）、ＩＣ
カード移送のためのローラ対の構成に関するもの（特開昭５９―１９４２６８）が上げられる。 
（注）ＩＣカード移送ガイド／案内部材はＣＡ０３を選択している。 

CA04 ・・・ＩＣカード位置決め、ロック機構 
ＩＣカードの位置決め又はロック機構に関するもの、並びにＩＣカード移送時における位置検出又は停止制御
に関するもの。 
例えば、停止・位置合わせのためにストップ部材を用いるもの（特開昭６２―２９０９８８、実開昭６２―１２７
６）、ＩＣカードの端部を拘止するロック手段を有するもの（特開昭６１―１６３８４）、ＩＣカードの両端部に係合
する係合部を有するもの（実開昭５７―１７９７５１）が上げられる。 

CA05 ・・・シャッタ；ドア、扉 
ＩＣカードリーダライタおけるシャッタ、ドア、扉の形状・構造ないし材料、及びシャッタ、ドア、扉の駆動制御
に関するもの。 
例えば、弾性部材により挿入口を塞ぐもの（実開昭６２―１９５８７６）、回転式の蓋を設けたもの（特開昭６２
―２３８３）、ＩＣカードがリードライト位置にあるときには、自動的にカード挿入口を閉鎖する遮閉部材を設け
たもの（特開昭６１―２８３９７８）が上げられる。 

CA07 ・・・ＩＣカード誤着脱対策 
ＩＣカードの誤った装着又は挿入、及び抜出し又は排出に対処するもの。 
例えば、ＩＣカードが正規に挿入されたか否かを検査するもの（実開昭６２―１９９８７３、特開昭６１―２８９４
８０）、ＩＣカードの抜出阻止機構が阻止状態のときＩＣカードダライタの電源をオンするもの（実開昭６２―１９
５８７７）、ＩＣカードがリードライト位置にあるときにはカード挿入口を自動的に遮蔽するようにしたもの（特
開昭６１―２８３９７８）が上げられる。 
（注） 
 ＩＣカードのロック／係止機構（ＣＡ０４も選択）、ガタツキ防止。 
ＩＣカードの挿入向きの誤り防止、ＩＣカードの途中抜出し対策はＣＡ０７を選択している。 
 誤り対策一般は、ＣＡ０１である。 

CA12 ・・端子結合 
ＩＣカードの入出力端子との結合に関するものの内、この下位に展開されないもの。 
例えば、端子接触型と端子非接触型の両方が可能なものがある。  

CA13 ・・・端子接触型 
端子接触型に関するものの内この下位に展開されないもの。 
例えば、端子接触方式に関するものがある。  

CA14 ・・・・接点、接点機構 
端子接触型における接点ないし接点機構の具体的形状・構造ないし材料、及び接点の駆動に関するもの。
例えば、電源ラインのグランド端子の長さを信号端子の長さより長くした電極構造に関するもの（実開昭６２
―２０３０７２、特開昭６１―２９４５９２）、接点部の保持機構が回転式のもの（特開昭６１―２９０５８６）、接点
が直線運動をするもの（実開昭６１―２０１１６３、特開昭５８―２０７１９１）、接点部が固定のもの（実開昭６
１―１９９０９３）、接点の形状に関するもの（実開昭６０―３００３０）が上げられる。 
（注）接点／コンタクトピン上下動機構はＣＡ１４を選択している。 

CA15 ・・・端子非接触型 
ＩＣカードと直接的接触なしにデータや電力を授受するものの内、この下位に展開されている「光学的手段
によるもの」又は「電磁誘導によるもの」のいずれにも属さないもの。 
例えば、無線送信／受信装置の介在するもの（特開昭６０―２３０２８４）が上げられる。  

CA16 ・・・・光学的手段によるもの 
光を用いることにより非接触結合を行うもの。 
例えば、発光素子と受光素子のペアを用いるもの（特開昭６１―２８２９７９、特開昭５９―１１４７８）が上げ



られる。 
CA17 ・・・・電磁誘導によるもの 

誘導電磁界により非接触結合を行うもの。 
例えば、誘導結合コイルを介するもの（特開昭６２―２８２３９１、特開昭５９―２１２９４９）が上げられる。  

CA19 ・・・端子結合不良対策 
端子結合不良の予防及び不良後の処置に関するもの。 
例えば、ＩＣカード上のゴミを取るもの（実開昭６０―１９２０５０）が上げられる。 
（注） 
 清掃（この意味の場合にはＫＡ２５も選択）、反りの矯正による接触の確実化（反りの検出ＣＡ０１）、接触不
良対策一般、接点磨耗対策、コンタクト導通試験（この意味で選択している場合にはＣＡ０１とＫＡ２８も選択
している）はＣＡ１９を選択している。 
＊このタームは、ＫＡ２７にも関連することが多い。 
 誤り対策一般は、ＣＡ０１である。 

CA22 ・・電源；クロック 
ＩＣカードリーダライタにおける電源部の構成及び、電源又はクロックのＩＣカードへの供給方式に関するも
の。 
例えば、電源のオン・オフ制御に関するもの（実開昭６２―１９５８７７）、非接触でＩＣカードに電力を供給す
るもの（特開昭６１―２８３９７７、特開昭６１―２８２９７９、特開昭５９―２１２９４９）が上げられる。 
（注）電池交換はＣＡ２２を選択している。 

CA23 ・・入出力；リードライト制御 
ＩＣカードリーダライタと外部の装置、例えば、ＩＣカードあるいは中央処理装置との信号等の授受方式、即ち
入出力インタフェースに関するもの、及びこの下位に展開される「マニュアル入力、印字、表示」に属さない
データ入力又はデータ出力に関するもの、並びにＩＣカードのリードライト制御に関するもの。 
例えば、データビットを２つの異なる周波数信号に変換して他装置と送受するもの（特開昭６２―２８２３９
１）、回線制御部を有するもの（特開昭６０―２３７５７５）、データのシリアル―パラレル変換に関するもの
（特開昭６０―２３１２８６）が上げられる。 
（注）入出力インタフェース、データリード・ライトはＣＡ２３を選択している。 

CA24 ・・・マニュアル入力；印字、表示 
ＩＣカードリーダライタにおける手動によるデータ入力、又はＩＣカードリーダライタにおけるデータの印字又
は表示によるデータ出力に関するもの。 
例えば、表示部に表示された項目にしたがってキーボードよりデータを入力するもの（特開昭６２―２９３４
７０）が上げられる。  

CA25 ・・プログラム制御；演算制御 
ＩＣカードリーダライタにおけるプログラム制御又は演算制御に関するもの。 
例えば、ＩＣカードから制御プログラムを読込むもの（特開昭６２―２９１７８２、特開昭６０―２３３７７１）が上
げられる。 
（注）プログラムロード、ＩＣカードにおけるデータ操作はＣＡ２５を選択している。  

CA26 ・・メモリ制御 
ＩＣカードリーダライタにおけるメモリ制御に関するものの内、この下位に展開されないもの。 
例えば、ＩＣカードから制御用のプログラムを読出して内部メモリに書き込むもの（特開昭６２―２９１７８２、
特開昭６０―２３３７７１）、メモリの動作モードに関するもの（特開昭６０―２３１２８６）が上げられる。 
（注）メモリ構成、ＲＯＭ／ＲＡＭからなるメモリシステム、メモリの中の領域管理、メモリエリアはＣＡ２６を選
択している。  

CA27 ・・・不正アクセス対策 
メモリの不正な使用に対する保護に関するもの。 
例えば、分割したメモリゾーンごとに利用者の属性によりアクセス可能か否かを指定する手段を設けたも
の（特開昭６２―２９５１４９）、正当な利用者のみにデータファイルへのアクセスを許可するもの（特開昭６２
―２８５１６１、特開昭６１―２７８９８９）が上げられる。  

CA28 ・・・内容破壊対策 



メモリ内容の破壊に対する保護に関するもの。 
例えば、電池を格納する場所を２箇所設けることにより電池交換時における情報揮発を防止するもの（特開
昭６２―２８５１２１）が上げられる。  

CA31 ・磁気カードリーダライタ 
磁気カードリーダライタの構造、回路ないし方式に関するもの。 
特例：「テープ状のもの」であっても、磁気的に記録・再生を行うものはここに含まれる。 
以下、ＣＡ３３～ＣＡ４０についても同様としている。  

CA33 ・光カードリーダライタ 
光カードリーダライタの構造、又は回路ないし方式に関するもの。 
例えば、ホログラム記録再生装置（特開昭６２―２８３３８４）、光ファイバを埋めたカードを処理するもの（特
開昭６１―２９７１９３）、光学的像を記録した円盤の処理方法に関するもの（特開昭５９―２１１１８０）が上げ
られる。 
（注）ＣＡ０１～ＣＡ２８は、このタームに優先する。  

CA35 ・エンボスリーダライタ；インプリント 
エンボスカードリーダライタの構造、又は回路ないし方式に関するもの及び、カード上のエンボス情報を伝
票等にインプリントすることに関するもの。 
例えば、払戻し請求書にカードのエンボス情報を転写、即ちインプリントするもの（特開昭５７―１８９２８
０）、ジャーナル伝票上に磁気カードの顧客データをインプリントするもの（特開昭５７―１６４３８６）、交差型
移送路の交点にインプリント部を配置するもの（特開昭５６―１６８８６２）が上げられる。 

CA40 ・その他 
上記のいずれにも属さないカードリーダライタに関するもの。 
例えば、バーコード票の作成方法に関するもの（特開昭６０―２３２３１２）、せん孔カードを処理するもの
（特開昭５５―１６６６９９）が上げられる。 
（注） 
 このタームは、上位概念タームとしても用いている。 
 ＯＭＲ（オプティカル・マーク・リーダ）、バーコード読取り（読取り光源がレーザー光である場合にはＣＡ３
３も選択）はＣＡ４０を選択している。  

 
【KA 機能；配置】 

KA00 機能；配置 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置の有する機能又は、そのような装置における部品又は機器の
配置に関するもの。 
（注）このＫＡ００タームは使用していない。  

KA01 ・データ入力 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置におけるデータの入力に関するものの内、この下位に展開さ
れないもの。 
例えば、暗証番号の入力用に別途テンキーボードを設けたもの（特開昭６０―２３８５８２）、情報処理カード
リーダ装置の上面又は正面に電源投入キー、テンキー及びファンクションキー等からなるキーブロックを
配置したもの（実開昭６２―１９５２９１）、プルーフマシーンに数値キー、分類キー及び枚数キーを設けたも
の（実開昭５８―１７９５５１）、１つのキーに複数の機能を割付けたもの（実開昭５３―１５９２３５）が上げら
れる。 

KA02 ・・読取りによるもの 
データ媒体上のマーク又は文字を読取ることによりデータを入力するもの。 
例えば、磁気ストライプに記録されているデータを読取る磁気ストライプデータ読取手段と、紙カードに印
字又は記入されている文字を読取り識別する文字読取認識手段とを有するもの（特開昭６０―２４７７９４）、
文字・記号の読取り用圧電素子センサを有するもの（特開昭６０―２４１１７８）、印刷物上に記録されたバー
コードを読取るもの（特開昭５９―１９７９５２）、入力媒体に記録されたせん孔データを読取るもの（特開昭５
５―１６６６９９）、２個の読取ユニットを有するもの（実開昭５７―１９８６４８）、記録紙に記録されたドットマー
クを読取るもの（実開昭５３―１６６３３４）が上げられる。  



KA04 ・データ出力 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置からのデータの出力に関するものの内、この下位に展開され
る「印字；ハードコピー」又は「表示」のいずれにも属さないもの。 
例えば、音声出力装置を有するもの（特開昭５５―１６６６９９、特開昭５４―１５４９３６）、所要情報をコード
化してカードにマーク記録するもの（実開昭４９―１４６８４７）が上げられる。 
（注）マーク記録、情報記録は、ＫＡ０４を選択している。 

KA05 ・・印字；ハードコピー 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置からの出力データを、記録紙等に印字するもの。 
例えば、媒体発行のための印字部を有するもの（特開昭６１―２９２２６３、特開昭５９―１７８５７９）、互いに
向かい合った２つの印字手段を有するもの（特開昭５８―２１４９７７）、ハードコピーに関するもの（特開昭５
４―１６１２３６、特開昭５２―１５３６２７）、針状印字ヘッドを有するもの（実開昭５８―１８３５６７）が上げら
れる。  

KA06 ・・表示 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置からの出力データを、陰極線管ディスプレイ等に表示するも
の。 
例えば、テンキーの操作を案内する表示部を有するもの（特開昭６０―２３８５８２）、マーク読取り結果の情
報を表示するようにしたもの（特開昭５５―１６４９３７）、表示部が液晶表示体であるもの（特開昭５４―１５４
９３６）、読取った情報や処理情報を表示する光学的ディスプレーを有するもの（実開昭６２―１９５２９１）が
上げられる。 
（注）確認のための表示（この意味で選択している場合にはＫＡ２７も選択している）はＫＡ０６を選択してい
る。  

KA08 ・データ編集、操作 
処理するデータの順序又は内容を変更することなくデータの変換を行うもの及び、取扱うデータの順序又
は内容を操作してデータを処理するもの。具体的には、データの比較、演算、分類、圧縮、追加、削除等を
いう。 
例えば、空白文字部分を圧縮するもの（特開昭５９―２１８５８０）、複数のデータの組合せに関するもの（特
開昭５９―１９７９５２、特開昭５８―２２５４７０）、入力データを訂正情報により修正するもの（特開昭５４―１
４６１１６）、データの特定部分だけを削除できるようにしたもの（特開昭５３―１４４６３２）が上げられる。 
（注）コード変換、言語変換（検索機能一般ＫＡ４０）はＫＡ０８を選択している。  

KA11 ・カードの作成、発行；再発行 
カードの作成、発行並びに再発行に関するもの。 
例えば、印字に先行して磁気ストライプに対するリードアフターライトを行うカード発行・再発行方式（特開昭
６１―２９２２６３）、識別用バーコードを記録した配送伝票を基にして配送管理用バーコード票を作成するも
の（特開昭６０―２３２３１２）、印字用バッファを備えることにより伝票の再発行を容易にしたもの（特開昭５
９―１７８５７９）、領収書の発行に関するもの（実開昭５６―１６８８６５）、帳票とインプット媒体とを同時に作
成するもの（実開昭４８―１１１０３３）が上げられる。 
定義：用語「カード」は、「カード」又は「カードと同じ形状のもの（例えば、伝票用紙等）」の双方を意味する。
以下、ＫＡ１２～ＫＡ１７及びＹＡ１３における「カード」についても同様である。 
特例：ジャーナル作成は、ここに含まれる。  

KA12 ・カードの挿入、排出；移送 
ある位置から他の位置へカードを移送することに関するもの。 
例えば、移送路が直線でないもの（特開昭６０―２４７７９４、特開昭５９―２２０８９２）、カードの挿入を検出
するもの（特開昭５９―２０６９９４、実開昭６１―２０１１６２）、処理中におけるカードの抜取りを検出するも
の（特開昭５８―２２４４７０）、カードを連続的に繰出すためにホッパーを備えたもの（特開昭５６―１５７５８
９）、移送路におけるカードの位置を検出するもの（実開昭５８―１８３５６６）、直交する移送路を有するもの
（実開昭５６―１６８８６２）、１つの通路を往復するもの（実開昭５４―１８３２３８）が上げられる。 
（注） 
 カードの分類、区分けあるいはカードの枚数カウントにも関するものは、ＫＡ１４も選択している。 
 カードスタッカーはＣＡ１２を選択している。  

KA13 ・カード判別、識別 



カードの形状又はカードに記録された情報等に基づいて、どのようなカードか判別ないし識別するもの。 
例えば、所定のカードであるか否かを識別する機能を有するもの（特開昭６２―２８８９９０、実開昭６２―１
９９８７４）、指定情報を記録したカードを用いてこれに続くカードの処理種別を判別するもの（特開昭５６―１
５７５８９）が上げられる。 
（注）カード照合一般（入力された暗証との照合ＫＡ３３、カードの偽造／改ざん防止に関するものＫＡ３２）は
ＫＡ１３を選択している。 

KA14 ・カード分類、区分け；枚数カウント 
判別ないし識別結果等に基づいてカードを分類ないし区分けするもの及び、カードの枚数を計数するも
の。 
例えば、取扱い種別の異なる磁気カードを区分けするもの（特開昭６０―２４７７９４）、カードと請求書を分
離して給送するもの（特開昭５７―１８９２８０）、良品カードと不良品カードとを選別収納するもの（実開昭６２
―１９５８７５）、カードの読取り結果に基づいて選別信号を発生するもの（実開昭５７―１８５０６４）、カード
を振り分けるための可動の仕切り板を設けたもの（実開昭５６―１６８８６５）が上げられる。 
定義；分類、区分け後の収納に関するものはここに含まれる。 
特例；２枚一緒になった帳票の分離に関するものはここに含まれる。  

KA16 ・カードの廃棄、無効化 
不要となったカードの廃棄又は使用不可となったカードの無効化に関するもの。 
例えば、読取り不能等の発生したカードに対してその旨の表示を付すもの（特開昭６２―２８８９７０、特開昭
５８―２００３７６）、発行時に読取り不能が発生したカードを廃棄するもの（特開昭６１―２９２２６３）が上げ
られる。 

KA17 ・カードへの番号付与、確認印付与 
カードに一連番号を付与したり、確認済みのカードにその旨の印を付与するもの。  

KA21 ・機能切替え；モード制御 
各種機能の切替え又は動作モード等の制御に関するもの。 
例えば、モード切替えキーを備えることにより磁気カード又はテンキーボードのいずれからの暗証入力も
可能としたもの（特開昭６０―２３８５８２）が上げられる。 
（注）動作条件による制御形態の変更、条件設定はＫＡ２１を選択している。  

KA22 ・複数ヘッド搭載 
複数の機能ヘッドを一体にしたもの。 
例えば、１つのキャリッジにバーコードの印字機構とその読取り機構とを搭載したもの（特開昭６０―２３１２
７７）、１つの取付け台に文字印字機構と光学式文字読取機構とを取付けたもの（実開昭５９―１８７８５５）
が上げられる。 
（注）異なる機能のヘッドを複数纒めて一体にするものはＫＡ２２を選択している。 
複数ヘッドの場合でも、それぞれが別個の駆動機構により制御されるものはこのタームを選択している。 

KA24 ・筐体；部品、機器の配置 
装置の全体構造又は、各種部品若しくは機器の配置に関するもの。 
例えば、キャリアケース内にマイクロコンピュータやキーボード、検査装置やプリンタ等を収めたもの（特開
昭５９―１９４２６７）、データ入力部、カードリーダ部及び音響カプラ部をアタッシュケースに収めたもの（特
開昭５８―２２５４７０）、端末装置にグラフィックディスプレイとタブレットとを複数組配置したもの（特開昭５３
―１４４２２５）、磁気媒体を磁気媒体リーダに挿入するための溝を、プリンタのカバーの一部を成す斜面部
に形成した端末装置（実開昭６２―２００４４９）、複数ある磁気ヘッドを磁気カードの進行方向に関して位置
をずらして配置した、手動式磁気カードリーダ（実開昭５９―１８９７８７）、キーボードあるいはディスプレイ
などのユニットの、操作角度が可変な端末装置（実開昭５３―１５６４２９）が上げられる。 
（注）装置の全体的構造、装置／部品の物理的な構造／位置関係（ＩＣカード関連のものはＣＡ０１も選択し
ている）はＫＡ２４を選択している。 

KA25 ・清掃；放熱 
装置における清掃機構及び熱発散に関するもの。 
例えば、カード移送用ローラに清掃機能を持たせたもの（実開昭５９―２５６９７）が上げられる。  

KA27 ・誤り検出、訂正；監視 



装置における各種誤りの検出、訂正及び動作の監視に関するものの内、この下位に展開されないもの。 
例えば、リードアフタライトに関するもの（特開昭６１―２９２２６３）、記録誤りが生じた場合の後処理に関す
るもの（特開昭５８―２００３７６）、文字読取り時におけるリジェクト処理（特開昭５７―１９６３７２）、所定の条
件が整うまでデータの修正を禁止することにより操作の不正・誤動作を防止するもの（特開昭５６―１５７５
５９）、伝票データのフォーマットのチェック（特開昭５６―１５７５２４）、プリント出力用のバッファを有する電
子レジスタの誤動作を防止することに関するもの（特開昭５１―１５１０４０）、磁気カードが正常に挿入され
たか否かを検出するもの（実開昭６１―２０１１６２）、トラブル発生時に操作されるベきスイッチを発光指示
させるためのランプを設けたもの（実開昭６０―１８００７０）が上げられる。 
（注）パリティチェック、動作中における確認、確認のための表示、記憶容量の残量の管理、部品等の耐用
性管理はＫＡ２７を選択している。 
＊このタームを選択した場合は、更にＩＣカード関連のものかどうか調べ、そうであるときはＣＡ０１も選択し
ている。 
特例；オペレータの誤操作対策、停電対策、保守一般及び装置・部品の長寿命化はここに含まれる。  

KA28 ・・試験、診断 
装置動作の試験、診断に関するもの。 
例えば、用途に応じて試験手順を選択できるようにしたもの（特開昭６１―２９０５８５）、可般式試験装置（特
開昭５９―１９４２６７）が上げられる。  

KA29 ・・雑音対策 
雑音から生じる誤動作を防止するためのもの。  

KA31 ・不正対策 
装置の不正使用防止に関するものの内、この下位に展開されないもの。 
例えば、使用回数をチェックすることにより不正に対処するもの（特開昭６２―２９６２６９）、処理途中の抜取
りを検知することにより磁気カードの不正コピーを防止するもの（特開昭５８―２２４４７０）が上げられる。 

KA32 ・・偽造、改ざん防止 
偽造又は改ざんの発見が容易になし得るようにしたもの、あるいは偽造又は改ざんに困難が伴うようにし
たもの。 
例えば、２個の磁気ストライプを設け両者の記録内容間に不合理な点がないか否かを判定するもの（特開
昭６０―２５４３７１）、磁気書き込みデータの一部分の書き込みレベルを変えることにより、変偽造を困難に
したもの（特開昭５８―２２１４６４）が上げられる。 
（注）カード照合一般ＫＡ１３を選択している。  

KA33 ・・暗証照合 
マニュアル入力された暗証又はキーワードが正規のものであるか否かをみることにより、不正使用を防止
するもの。 
例えば、キーボードから入力された暗証とカードに記録された暗証とを比較するもの（特開昭６２―２９５１
９４，特開昭６２―２８５１６１）が上げられる。 
定義：ここは、「マニュアル入力された暗証又はキーワードとの照合」のみに限定される。  

KA35 ・・暗号化；迷彩化 
暗証又はキーワードの暗号化又は迷彩化により、不正使用を防止するもの。 
例えば、複数の異なる情報をホログラムの所定部分に記録することにより情報の迷彩化を計ったもの（特
開昭６２―２８３３８４）、乱数を用いて暗号化するもの（特開昭６１―２９６４９７，特開昭５６―１６７４９４）、通
信を行う毎にデータの変換方式を変えるもの（特開昭６０―２３１２８５）が上げられる。  

KA37 ・・個人識別 
個人に固有の情報をみることにより、個人識別を行うものの内、この下位に展開されないもの。 
例えば、個人経歴情報をみるもの（特開昭６２―２９３４７０）、筆跡をみるもの（特開昭６０―２４１１７８）、音
声により確認するもの（特開昭５５―１６６７３８）が上げられる。 
（注） 
 ここは、個人の特徴を表わすものに限定される。 
 英数字のみからなる暗証番号又は印鑑等は、個人の特徴を表わすものでないから、“個人識別用”と書
いてあってもこには含まれない。 



KA38 ・・顔、指紋等の人体特徴をみるもの 
顔、指紋等の人の身体的ないし外観的特徴をみることにより個人識別を行うもの。他に、掌紋、体型等があ
る。  

KA40 ・その他 
上記のいずれにも属さない機能に関するもの。 
例えば、端末とセンターとの通信に関するもの（特開昭５９―１８０７９６，特開昭５８―２２５４７０）、時計機
能を有するもの（特開昭５４―１５４９３６）が上げられる。 
（注） 
 このタームは、上位概念タームとしても用いている。 
 フロッピィ・ディスク装置等の外部記憶装置、カードリーダライタとセンターのホストコンピュータとの通信
／通信プロトコル、検索機能（電子メモ用ＹＡ１５、名刺検索用ＹＡ２０）、電源制御はＫＡ４０を選択している。 

 
【YA 用途】 

YA00 用途 
カードリーダライタないし複合機能周辺装置の特定用途の適合に関するもの。 
（注）このＹＡ００タームは使用していない。  

YA01 ・業務管理 
この下位に展開されない業務の管理に関するもの。 
例えば、郵便業務に関するもの、駅務・定期券購入システムに関するもの、駐車場の管理に関するもの、
有料道路の管理に関するもの、あるいはホテル業務に関するもの等。  

YA02 ・・取引業務 
物品の販売・売買等の取引管理に関するもの。 
例えば、クレジットカードにより取引を行うもの（特開昭５９―１８０７９６，特開昭５９―１７８５７９）が上げら
れる。 
特開昭５０―１８０７９６：センタと端末装置とを通信回線を介して接続し、クレジットカードにより信用取引き
を行うシステムにおいて、クレジット会社別に記録した取引き条件項目をカードから読取り、そのデータに
基づき会社別の取引き処理を行うもの。 
（注）カード販売（情報販売ＹＡ２０）はＹＡ０２を選択している。  

YA03 ・・銀行業務 
銀行等の金融業務に関するものの内、この下位に展開されている「通帳、伝票処理」に属さないもの。 
例えば、カードにＩＤマーク、銀行番号、口座番号等の他に取引処理手順プログラムを記憶させて、取引時
における操作面の負担を軽減するもの（特開昭６０―２３３７７１）が上げられる。  

YA04 ・・・通帳、伝票処理 
銀行業務における通帳や伝票の処理に関するもの。 
例えば、２つの印字手段を有する通帳取扱装置（特開昭５８―２１４９７７）、新規通帳発行時に新通帳と旧
通帳とを一緒に装置外に排出する通帳取扱装置（特開昭５７―１８９２７１）、通帳の自動頁めくり（特開昭５
４―１５７６９４，実開昭５５―１６３１７２）、通帳の発行に関するもの（特開昭５１―１４９７３９）、伝票作成に
関するもの（特開昭４８―１０２６９９）が上げられる。  

YA06 ・プリペイドカードシステム 
プリペイドカードを利用する料金前払いシステムに関するもの。 
例えば、取引毎にプリペイドカードの磁気ストライプに書込まれた概略の価値情報を、額に応じて順次磁
性的に破壊するもの（特開昭６０―２５４３７１）、２枚のプリペイドカードを連続して扱うもの（特開昭５５―１
６６３７１）が上げられる。  

YA07 ・・残額の印字、表示 
料金前払いシステムにおいて、使用残額を利用者に分かるように印字したり、表示したりするもの。 
例えば、カード上に利用回数をパンチするもの（特開昭６２―２８８９７０，特開昭６０―２５４３７１）が上げ
られる。 
（注）可視可能な残額印字／表示はＹＡ０７を選択している。 



YA11 ・入退室管理；鍵管理 
特定の場所に対する入室・退室の管理に関するもの及びそのような場合に使われる鍵の管理に関するも
の。 
例えば、カードあるいはキー入力のいずれによってもドアロックを解除し得る電子ドア開閉装置（特開昭６
０―２３８５８２）が上げられる。 
定義：鍵の形態は問わない。  

YA12 ・時刻、日付管理 
時刻、日付自体の管理及び時刻、日付によるシステム管理に関するもの。 
例えば、７曜及び年月日情報を記憶したメモリを有する電子手帳（実開昭５７―１７９７４９）が上げられる。
（注）タイムカードシステムはＫＡ１２を選択している。  

YA13 ・カードによる機器の制御、管理 
各種制御情報等を記録・記憶したカードを用いて機器類の制御又は機器類の使用の管理を行うもの。 
例えば、自動車運転免許証により自動車のエンジンの始動の制御を行うようにしたもの（特開昭５２―１５
５０３１）、記録可能枚数が記録されたカードにより複写機における使用枚数の管理を行うもの（実開昭６２
―２０１８８０）が上げられる。 

YA15 ・電子メモ 
電子メモ及びその類似品に関するもの。 
例えば、７曜及び年月日に応じて必要な情報をメモリに記憶するとともに表示器に表示させる電子手帳
（実開昭５７―１７９７４９）、書込みモードと読出しモードとを識別するモード表示部を設けた電話番号メモ
装置（実開昭５４―１６８１３７）が上げられる。 
定義：このタームは、「携帯型」のみに限定される。  

YA16 ・録音・再生 
音声等の録音・再生に関するもの。 
例えば、口述した内容を一度メモリに記憶しておき、その後必要に応じてメモリから読出して書類に貼り付
けた磁気シートに記録するもの（特開昭６０―２４２５６７）が上げられる。  

YA18 ・イメージ、図形処理 
イメージ、図形あるいは画像等のコード化情報以外の情報の処理に関するもの。 
例えば、グラフィックディスプレイとタブレットの組を２つ設けることにより、別々に独立した図形処理がで
きるようにしたもの（特開昭５３―１４４２２５）、マイクロフィルム検索情報蓄積装置（特開昭５３―１４２８３
０）、通常情報の印字の他に地図をも記録し得るようにしたカード発行機（実開昭４９―１４６８４７）が上げ
られる。 
定義：コード化情報の混在するものは、ここに含まれる。  

YA20 ・その他 
上記のいずれにも属さない用途に関するもの。 
例えば、物品検索システム（特開昭６１―２８２９７１）、競輪／競艇／オートレース等の払戻しの自動化に
関するもの（特開昭５８―２２１４６４）、英単語学習のための音声発生システム（特開昭５５―１６６６９９）、
組版システム（特開昭５４―１６１２３６）、テキスト編集装置（特開昭５０―１４８０３５）、宛名印刷機（実開昭
５７―１８５０６４）が上げられる。 
（注） 
 このタームは、上位概念タームとしても用いている。 
 ワープロ／文書処理、情報販売、電子書籍、マルチメディア（そのための記憶装置ＫＡ４０、音声関連は
ＹＡ１６も選択、イメージ／図形／映像関連はＹＡ１８も選択）はＹＡ２０を選択している。  

 
○「観点」「ターム」および「その他のターム」の利用上の注意点 
（１）観点を表わすターム（記号００）は使用していない。 
（２）「その他」は、タームに適切なものがない場合に用いるだけでなく、その観点の上位概念タームとして 
も用いている。 
（３）いずれか１つのタームに絞らずに、該当するタームについては全て付与している。また、１観点中で 



あっても、該当するタームが複数あればその全部について付与している。 
（４）いずれか曖昧な場合には、候補となる全てのタームを付与している。 
（５）下位概念のタームで充分に把握される場合には、上位概念のタームを付与していない。 
（６）タームＫＫ１１～ＫＫ１７又はＹＡ０６，ＹＡ０７，ＹＡ１３を選択しているにも拘らず観点ＣＡについての付与 
が何もない場合には、観点ＣＡに関する付与漏れであるから、再度観点ＣＡについて解析をし直し、適切 
なタームを選択している。見当たらないときには「その他」を付与している。 

 







２．出願データ                                       

 
 

第１図 コンテンツ記録用メモリカードに関する特許出願・取得件数 
    

【出願件数（90年～98年合計）】        【取得件数（90年～99年合計）】 
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※出願件数は、日・欧については公開された特許出願、米国については登録された特許出

願を対象に取得。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第 2図 コンテンツ記録用メモリカードに関する特許出願・特許取得件数推移 
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全世界 69 108 115 134 164 190 274 324 328 325 

 
本章は「平成１2年度 技術動向調査報告書  コンテンツ記録用メモリカード」（特許
庁）より抜粋 


